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　抄　録　欧州連合（EU）においては，自動車部品を典型例とする複雑な製品の交換部品であるい
わゆるスペア・パーツに対して，意匠権による保護を受けていたとしても，一定条件下，意匠法上の
“修理条項”を根拠として権利行使が認められない加盟国がある。欧州共同体意匠法も“修理条項”
を採用しているため，欧州連合全体で法律のハーモナイゼーションが全く図れていない状況である。
結果，ある加盟国で意匠権の侵害に該当する行為が他の加盟国では意匠権の侵害に該当しないため，
欧州連合の最も重要な政策の１つである「物の自由な移動」が図れていない。そのような中，意匠法
上の“修理条項”を，他人の商標権をスペア・パーツについて自由に使用するための根拠規定として
使えないかという主張がイタリアの裁判所においてなされ，この点が欧州司法裁判所に付託の後，否
定する決定がなされたというのが本件である。
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1 ．	はじめに

欧州連合におけるスペア・パーツについての
議論は，これまで日本において十分に紹介され

［欧州］意匠法上の“修理条項”の商標の
使用への適用可能性について

てこなかった。しかし，スペア・パーツ問題は，
日本の産業，特に自動車メーカーにとっては重
要事項であるため，十分な検証が必要となる。
この問題の難しさは，欧州連合全体での統一的
な法律を調べれば事足りる部分と，欧州連合の
各加盟国の国内法を調べなければならない部分
が混在しており，その全体像の把握を難しいも
のとしている。この度，欧州司法裁判所におい
て，スペア・パーツと商標権の関係について決
定がなされたため，その内容を紹介したい。し
かし，決定の内容を紹介しただけでは，スペア・
パーツ問題を理解することは困難なため，まず
は，スペア・パーツ問題の基礎的事項について
検討し，決定内容そしてその検証，最後に日本
企業にとっての留意事項と論を進めたい。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



知　財　管　理　Vol. 66　No. 7　2016846

2 ．	基礎的事項

2．1　スペア・パーツ問題とは

スペア・パーツ問題とはそもそもどのような
ものなのか。その典型例を構成する自動車を例
に説明したい。自動車は多数の部品を組み立て
ることにより完成するが，その完成品である新
車の販売市場は“プライマリー・マーケット”
と呼ばれ１），自動車の部品について意匠権を有
する者は，当然自己の意匠権に基づいて侵害品
を構成するオリジナル・パーツに対して権利行
使が可能となる。
しかし，自動車はそのライフサイクルを終え

るまでに，部品の劣化や事故により該当部品の
交換が必要となる場合がある２）。このような交
換部品のことをスペア・パーツと呼び，その市
場を“セカンダリー・マーケット”と呼ぶ３）。
意匠権者自身がスペア・パーツを製造販売する
場合は別として，意匠権者以外の者がスペア・
パーツを製造販売すれば意匠権の侵害に該当
し，意匠権者は権利行使が可能となるのは当然
のことのように思える。ところが，自動車の部
品の中には，オリジナル・パーツと外観を同じ
くするものでなければ消費者の期待を必然的に
裏切ってしまい４）事実上販売不可能なもの（い
わゆるmust -match -parts）が存在する。自動
車のボンネット，バンパー，ドア，ライト，フ
ロントガラス，フェンダーなどがその典型例で
ある５），６）。意匠権者にスペア・パーツについて
も独占排他権を認めれば，意匠権者自身から消
費者がスペア・パーツを買わなければならない
こととなることにより消費者の購入先の選択肢
を狭め，結果的にスペア・パーツの値段が吊り
上げられることとなる７）。そこで，自由競争の
市場を確保するためには，自動車の部品の意匠
の権利者に“プライマリー・マーケット”を独
占させれば十分であり，“セカンダリー・マー

ケット”については意匠権に基づく権利行使を
認めなくてもよいのではないかという議論が沸
き起こった８）。
そもそもなぜこのような議論がなされるのだ

ろうか。日本の意匠法を基準に考えると，意匠
権者の権利として，オリジナル・パーツかスペ
ア・パーツかに関わりなく自動車部品の意匠権
に基づいて権利行使ができることは当然のよう
に思える。なぜなら，意匠権の対象となる自動
車部品の創作がなければ，スペア・パーツの市
場も存在し得なかったからに他ならない。欧州
連合におけるこの議論の背景には各加盟国特有
の産業事情が絡んでいるといわなければならな
い。欧州連合の加盟国の中には，ドイツやフラ
ンスのように，自動車及びその部品メーカーが
数多く存在する国がある一方，スペインやハン
ガリーのように，そのような産業がまだ発展途
上の国が存在する。自国の既存の自動車や部品
メーカーを守らなければならない立場の国にと
っては，スペア・パーツに対してであっても権
利行使を認めることが自国の利益となるのに対
して，自動車の部品メーカーを今後育てたい立
場の国にとっては，スペア・パーツの自由な市
場を確保することが自国の利益となる９）。このた
め，欧州連合各加盟国において共同歩調をとる
ことが非常に困難な状況となっているのである。

2．2　スペア・パーツについての法制

これまで，欧州連合及び各加盟国はスペア・
パーツに対してどのような法制を敷いてきたの
であろうか。1980年代まで遡ると，欧州連合各
加盟国の意匠制度が全くといって良いほどハー
モナイズされていない中，欧州司法裁判所は複
数回判断を下し，スペア・パーツに対しても意
匠法上の保護は本来的に付与されるものの，そ
の権利行使は，意匠権者が市場において優越的
な地位を有しそれを濫用した場合，例えば独立
しているスペア・パーツ業者に対して恣意的に
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製品を供給しないときなど，は権利行使が制限
されるとした10）。他方，フランスの裁判所が下
した意匠権に基づくスペア・パーツに対する差
止判決をイタリアの裁判所が公序良俗に反する
として執行を拒否することは許されないとする
欧州司法裁判所の判断がある11）。
成文法については1993年に欧州共同体レギュ
レーション案第23条及びダイレクティブ案第14
条が，ともに，オリジナル・パーツの部品と形
状を同じくするものでなければそもそもスペ
ア・パーツとして機能しないものに対して，複
雑な製品（完成品）の販売開始から３年が経過し
た後は，意匠権に基づく権利行使が認められな
いとする規定12），また，1996年にも欧州共同体
ダイレクティブ案第14条によって，スペア・パ
ーツの製造販売業者による意匠権者に対する通
知及び対価の支払い義務を伴った法定実施権の
規定の導入を図ったが，いずれも見送られた13）。
唯一，1998年に，経過的な措置として，以下の
法律が導入された。
欧州共同体ダイレクティブ98/71第14条
「欧州委員会の提案により，本ダイレクティ
ブ第18条に基づく改正がなされない限り，加盟
国は，複雑な製品の製造段階における外観を回
復させることを目的とする修理のための意匠権
にかかる部品の実施についての現在の法律を維
持し，法律を改正する場合は，当該部品の市場
の自由化を図る方向でのみ可能となる」
この欧州共同体ダイレクティブ98/71第14条
で採用されている考え方は一般にFreeze -plus -
solution（フリーズ・プラス・解決）と呼ばれ
ている14）。これは，欧州連合の各加盟国がスペ
ア・パーツに対しての意匠権に基づく権利行使
を是とする法律を持ち続けることを可能とする
（Freeze，すなわち凍結）一方，法律を改正す
る際には，スペア・パーツの市場を自由化する
意味での法改正，すなわちスペア・パーツに対
する意匠権に基づく権利行使を制限する方向で

の法改正のみ認める（Plus，すなわち開放）趣
旨である15）。欧州共同体ダイレクティブ98/71
第14条において使用されている用語の解説につ
いては，欧州共同体レギュレーション６/2002
第110条について説明する際に合わせてコメン
トすることとする。
欧州委員会は2004年９月20日に，最終的な解

決を図るために欧州共同体ダイレクティブ
98/71第18条に基づく欧州共同体ダイレクティ
ブ98/71第14条の改正を提案し，スペア・パー
ツに対して意匠権の効力が及ばないことについ
て規定しようとしたものの，欧州理事会がこれ
を承認せず16），結局，欧州委員会は2014年にな
ってその提案自体を取り下げた17）。欧州委員会
の提案から取り下げまで約10年かかっているこ
とからも，この問題の根の深さが見て取れる。
その結果，スペア・パーツに対して意匠権に
基づく権利行使を認めている欧州連合加盟国は
ドイツ，フランス，オーストリア，チェコ，ス
ロバキア，スロベニア，ポーランド，スウェー
デン，デンマーク，フィンランド，ポルトガル，
エストニア，リトアニア，マルタ，キプロス，
そしてルーマニア，ブルガリア，クロアチアも
同様であると考えられている18）。
他方，スペア・パーツに対して意匠権に基づ

く権利行使を認めていない欧州連合加盟国，す
なわち“修理条項”を有するのは，程度の差こ
そあるが，ベルギー，オランダ，ルクセンブル
グ，イタリア，英国，アイルランド，スペイン，
ハンガリー，ラトビアとなっている19）。ギリシ
ャについては一定期間権利行使を認めることと
なっているが，“修理条項”の導入がすでに決
定している20）。
このように，欧州連合各加盟国各国の国内法
については現在のところスペア・パーツについ
ての法律をハーモナイズできる予定はたってい
ないものの，共同体意匠制度については事情が
異なり，経過的措置としてではあるが，“修理
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条項”を導入した以下のような規定がある。
欧州共同体レギュレーション６/2002第110条
「欧州委員会の提案に伴い，本レギュレーシ
ョンの改正が施行されるまで，本レギュレーシ
ョン第19条（1）が規定する意匠権の効力は，複
雑な製品の部品を当該製品において外観を回復
させるための修理目的として使用する限りにお
いて，及ばない」（欧州共同体レギュレーショ
ン６/2002第110条（1））
「（1）の欧州委員会の提案は，欧州共同体ダイ
レクティブ98/71第18条と同事項についての改
正と同時に提案され，その内容も考慮される」
（欧州共同体レギュレーション６/2002第110条
（2））

（1）	欧州共同体レギュレーション６/2002第
110条（1）の要件

１） 「欧州委員会の提案に伴い，本レギュレー
ションの改正が施行されるまで」であること
本規定があくまでも経過措置であることを明
らかにしたものである。欧州共同体の各加盟国
がスペア・パーツ問題について最終的な合意が
できなかった結果である。
２）「複雑な製品の部品」
ここで，「複雑な製品」については第３条ｃ）
に定義が設けられており，「“複雑な製品”とは，
取換え可能な複数の部品からなる製品であり，
そのため製品が分解さらに組み立て可能となっ
ているものをいう」とされている。このため，
自動車などはその典型例となるだろうし，スマ
ートフォン，タブレット，掃除機，コーヒーメ
ーカーなども複雑な製品に該当する21）。「複雑
な製品」の定義からその部品同士が組み立てら
れていることを要件としているため，食器セッ
トやカトラリー・セットの一部，チェス・セッ
トの駒，テレビのリモコンなどはこれに該当し
ない22）。
また，「部品」と呼べるためには，部品同士が

物質的に，固くしかも継続的に結び付いていた
としても，取引上，全体物の構成要素として認
識されていなければ「部品」には該当しない23）。
従って，その物が製品そのものよりも寿命が極
端に短いものは「部品」に該当しない24）。特に
消費材，例えば水フィルターや万年筆のカート
リッジ，電球，電池，掃除機の紙パック，電動歯
ブラシの替えブラシなどは「部品」ではない25）。
３）「修理目的の使用」であること
部品の使用目的は複雑な製品の修理に限られ

ているので，修理用のスペア・パーツとしての
実施のみが本条によってカバーされる26）。“修
理条項”の趣旨からいって当然であろう27）。従
って，新しい製品における部品の実施行為に対
しては本条の適用はない28）。
４）「製造段階における外観の回復」であること
本法内に外観（appearance Erscheinungs-

bild）についての定義は存在しない29）。
従って，110条（1）の趣旨からそれを導くこと
となるが，スペア・パーツを選定する製品の所
有者が，スペア・パーツを購入する際の判断に
おいて影響を受けないであろう程度の改変を含
むある程度幅のある概念と考えられる30）。スペ
ア・パーツとオリジナル・パーツの一致がどの
程度必要かは，複雑な製品の外観にその部品が
どの程度の影響を及ぼしているかによる31）。
５） 「製造段階における外観の回復を図る客観
的必要性の存在」があること
本規定の正当性の根拠は，オリジナル・パー
ツとスペア・パーツをその外観において美的観
点から一致させなければならない点（must -
match -parts）に求められるからである32）。別
の言い方をすれば，スペア・パーツをオリジナ
ル・パーツと外観において一致させる強制力が
働いている点ということになる33）。客観的必要
性は，特に，スペア・パーツによって製品の外
観が異なることとなり，結果，スペア・パーツ
の販売が実質的に不可能となってしまう（需要
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者が実質的に買わない）場合にその存在が肯定
される34）。自動車のフェンダーなどはその典型
例であるが，逆に自転車のフェンダーは通常こ
れに該当しない35）。
６） 「スペア・パーツを修理のために使用する
主観的意図」があること
本要件は，スペア・パーツを製造販売する業

者が立証しなければならないが，これをどのよ
うに立証するかは現時点では不明であると言わ
ざるを得ない36）。なぜなら，スペア・パーツが
製品に取り付けられるのはその販売がなされた
後であり，製造業者はそのスペア・パーツが修
理のために使用されるか，新しい製品に使用さ
れるかについて何ら影響力を有しないからであ
る37）。修理業者に販売した場合は，確かにスペ
ア・パーツは修理のために用いられるだろう
が，当該部品が使用される複雑な製品の製造業
者に販売した場合は，逆に新しい製品に用いら
れることが確実視される38）。問題は再販売業者
に販売した場合などである39）。再び販売される
段階で，それが修理業者に売られるのか，新し
い製品を作るために最終的に用いられるのかが
不明だからである40）。これについては，意匠権
者の実質的保護という観点から考えた場合，ス
ペア・パーツが最終的に修理のために用いられ
ることが確実視される場合に限って本規定の適
用を認めるべきであろう41）。商品の自由な流通
が，再販売業者への販売ができないことにより
結果として制限されたとしても，本規定そのも
のが意匠権の効力を制限するための例外的規定
であることから，解釈の際はその制限される範
囲を最小限に留めるべきだからである42）。
７） 「製造段階における外観の回復を図る主観
的意図」があること
主観的意図は修理部品として使用するという
だけでは足りず，さらに製造段階における外観
の回復を図るという意図をも必要とする43）。た
だし，多くの場合，修理のためのスペア・パー

ツとして使用する意図が立証されてさえいれ
ば，製造段階における外観の回復を図る意図も
立証されているということになろう44）。

（2）	欧州共同体レギュレーション６/2002第
110条（1）の効果

１）「意匠権の効力は及ばない」
本規定の上記要件を満たす場合には，共同体
意匠権に基づく権利行使は認められない45）。こ
のため，修理のために使用される限りにおいて，
スペア・パーツを自由に製造販売することが可
能となる。
１つ問題となるのが，修理のためかどうか用
途が不明な部品に対する権利行使についてはど
のように考えるべきか，という点である46）。
例えば，部品の製造業者が当該部品を大量生

産したとする47）。そのうちの一部については修
理業者に販売し，また他の一部については違法
にその部品が新しい複雑な製品に使用されるこ
とが明らかな業者に販売し，残りは，すべて部品
の製造業者の倉庫に保管されていたとしよう48）。
一部の製品について違法な販売がなされたから
といって部品の製造業者の倉庫に保管されてい
るものまでが差止の対象となるのかは不明であ
るし，さらには，将来に渡って当該部品の製造
の差止判決を得ることができるか否かも不明で
ある49）。この問題に対して，意匠権者は，侵害
のおそれありとして差止を主張するであろう。
逆に，被告である部品の製造業者は，一部の侵
害品は例外的にそのようなところに販売された
に過ぎず，将来に渡って本規定の適用が受けら
れないのは不合理であると反論するであろう50）。

（3）	欧州共同体レギュレーション６/2002第
110条（1）の立証責任

立証責任については，本項が抗弁事由である
ことから，意匠権の侵害を問われている側にあ
る51）。
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（4）	欧州共同体レギュレーション６/2002第
110条（2）

スペア・パーツ問題について欧州連合各加盟
国の国内法及び欧州連合の法律をハーモナイズ
する余地を残すための規定である。仮に，先に
紹介した欧州委員会のダイレクティブ98/71第
14条の改正案が欧州理事会に承認されていたな
らば，“修理条項”が欧州連合の各加盟国の国内
法によって導入され，“修理条項”について規定
する，欧州共同体レギュレーション６/2002第110
条（1）の内容が経過措置としてではなく確定す
ることとなる青写真ができていた52）。この場合，
欧州共同体レギュレーション６/2002第110条
（2）の現行規定は廃止され，これに代わってス
ペア・パーツの製造元について消費者への情報
提供義務についての規定が導入されることとな
っていた53）。しかし，これについては現段階で
は実現の目処は立っていない54）。
欧州連合におけるスペア・パーツについての
現在の法的状況については以上であるが，ここ
までの議論をもとに今回の欧州司法裁判所にお
いて判断がなされた事例を紹介したい。

3 ．		欧州司法裁判所（第３部）2015年
10月６日決定

3．1　事実関係について

自動車，その部品及び付属品の製造を手がけ
るフォード社は，自社の製品について，長方形の
図形の内部にイタリック体の装飾文字で“Ford”
と黒またはカラーで記してある商標を使用し，
登録を有している（以降「フォード社登録商標」
という）。その登録商標の指定商品には自動車
のホイールキャップも含まれている。フォード
社自身，自社製の自動車のリムに取り付けられ
ているホイールキャップにその登録商標を使用
している。
一方，自動車のスペア・パーツ・メーカーで

あるホイールトリムス社は，上記のフォード社
登録商標を含む複数の自動車メーカーの登録商
標を無断でホイールキャップについて使用し，
販売している。同社は，いかなる登録商標も付
していないホイールキャップも同時に安価にて
販売している。
これに対し，フォード社は，2013年５月15日，
イタリアのTribunale di Torino（以降「イタリ
アの裁判所」という）において訴訟を提起し，
フォード社の登録商標を使用しているホイール
キャップの欧州連合域内における製造販売の停
止及び損害賠償請求を求めた。
フォード社は，ホイールトリムス社によるフ
ォード社登録商標をホイールキャップに使用す
る行為が，イタリア産業財産権法第20条及び欧
州共同体レギュレーション207/2009第９条（そ
れぞれイタリア商標権及び共同体商標権の効力
に関する規定である）によって与えられている
独占排他権を侵害するものであって，さらにイ
タリア産業財産権法第21条及び欧州共同体レギ
ュレーション207/2009第12条（それぞれイタリ
ア商標権及び共同体商標権の効力の制限に関す
る規定である）にも該当しないと主張した。
これに対し，ホイールトリムス社は，同社に
よるフォード社所有の商標の使用は自他商品識
別性を有しない商標の使用方法であると主張し
た。ホイールキャップにフォード社登録商標を
付す行為は，スペア・パーツ，すなわちホイー
ルキャップの出所を表示する機能を有するもの
ではなく，最終製品，すなわち自動車の出所を
表すに過ぎないというのである。イタリア産業
財産権法第241条の規定するいわゆる“修理条
項”は，かかる行為を認める趣旨であるとした。
なぜなら，フォード社登録商標をホイールキャ
ップについて使用することは，複雑な製品であ
る自動車の製造段階における外観を回復させる
ために必要不可欠だからである。スペア・パー
ツの製造業者が自動車メーカーの商標をこのよ
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うな目的に使用できないこととなると，欧州連
合域内で保障されているはずの競争の自由が侵
される結果となるというのである。
イタリアの裁判所は，ホイールトリムス社の
行為がフォード社所有の商標権を侵害し，イタ
リア産業財産権法第21条及び欧州共同体レギュ
レーション207/2009第12条によって商標の使用
が認められる例外的場合にも該当しないとの考
えを示した上で，“修理条項”の適用範囲につ
いては疑義があり，欧州司法裁判所が，現在の
ところ，商標権の保護範囲といわゆる“修理条
項”の関係について見解を表明したことはない
とした。これに対し，イタリアの裁判所におい
ては，イタリア産業財産権法第241条及び欧州
共同体レギュレーション６/2002第110条の解釈
について判断が以下のように分かれていると説
明した。
一方の判断事例においては，規定の文言及び
規定の置かれた場所から，“修理条項”は，ス
ペア・パーツの製造業者に，オリジナル・パー
ツと同一の製品の販売によって，複雑な製品の
製造段階における外観を回復させることとなる
場合のみ意匠権の存在にかかわらず許容する趣
旨であり，他の産業財産権，特に商標の権利行
使が制限されるものではないとする。
他方の判断事例によると，“修理条項”は，
一般的な性格を有するとされ，複雑な製品の製
造段階における外観を回復させる必要性から，
すべての産業財産権に基づく権利行使を制限し
ようとするものである。この場合，スペア・パ
ーツの製造業者は，オリジナル・パーツの製造
業者による産業財産権の保護の種類にかかわら
ず，市場において同様の条件で行動することが
許容され，機能及び美観面の細部についてまで，
オリジナル・パーツの模倣が可能となる。
“修理条項”が一般的性格を有するという後
者の考え方は，本件についての本案訴訟と同様
の事実関係をもとに提起された仮処分申請にお

いても採用され，イタリア産業財産権法第241
条が規定する“修理条項”は，スペア・パーツ
製造業者に複雑な製品の一部となるオリジナ
ル・パーツの完璧な代替品を製造する基本的な
経済的権利を保障するものであるとした。
そこで，イタリアの裁判所は本案訴訟手続を

中止し，欧州司法裁判所に以下の先決問題を付
託することにした。
（1）欧州共同体ダイレクティブ98/71第14条
及び欧州共同体レギュレーション６/2002第110
条の解釈において，スペア・パーツまたは付属
品製造業者が，需要者に複雑な製品の製造段階
における外観を回復させることを目的として，
第三者の所有する商標権を使用することは，商
標権者自身がスペア・パーツに識別力を有する
当該商標を付し，外部から認識可能な状態で複
雑な製品に取り付けられることにより複雑な製
品の外観に寄与する場合も含め，欧州連合の法
律に照らして適法か。
（2）欧州共同体ダイレクティブ98/71第14条
及び欧州共同体レギュレーション６/2002第110
条の“修理条項”は，スペア・パーツまたは付
属品製造業者の権利の根拠規定とする解釈は許
されるか，そしてその権利は，欧州共同体レギ
ュレーション207/2009及び欧州共同体ダイレク
ティブ89/104に反して商標権者が部品及び付属
品について商標権を有する場合の当該商標を使
用する権利も含むか，さらに商標権者自身がス
ペア・パーツに当該商標を付し，外部から認識
可能な状態で複雑な製品に取り付けられること
により複雑な製品の外観に寄与する場合はどう
であろうか。

3．2　付託事項について

欧州司法裁判所手続規則第99条によると，先
決問題として付託された事項の判断について合
理的な疑いを挟む余地がない場合には，報告官
による提案及び法務官による意見に基づきいつ
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でも理由を付して決定をすることができる。本
事案における先決問題については，手続規則第
99条の適用があるとの判断がなされた。

（1）先決問題としての許容性
本件において，ドイツ政府は，付託事項がそ

もそも先決問題としての許容性を有するのかと
いう点について疑義を述べた。イタリアの裁判
所は，意匠法上の問題である“修理条項”を，
商標についても適用すべきか，という点を本件
において判断しなければ係争が解決されないと
いうことについて理由を示しておらず，そのよ
うな状況下においては，問題の本質が仮定的な
ものに留まるため，裁判所は判断をすべきでは
ないというのである。
欧州司法裁判所の判例においては，問題の本
質が仮定的である場合には，欧州連合加盟国の
裁判所による付託について拒絶できるとしてい
る。
本件においては，ホイールトリムス社製造の
ホイールキャップにフォード社所有の商標が付
されており，意匠権に基づく権利行使のみが制
限されるとした判断の立場をとれば商標権の侵
害が成立し，逆に産業財産権全般に基づく権利
行使が制限されるとした判断の立場をとれば商
標権の侵害が成立しないこととなることから，
問題の本質が仮定的であるということが明白と
はいえず，先決問題としての許容性を有する。

（2）付託事項についての判断
欧州司法裁判所は，上記の２つの付託事項を
以下のように１つにまとめた。
欧州共同体ダイレクティブ98/71第14条及び

欧州共同体レギュレーション６/2002第110条の
解釈において，欧州共同体ダイレクティブ
2008/95及び欧州共同体レギュレーション
207/2009と異なり，ホイールキャップのような
自動車スペア・パーツまたは付属品製造業者

は，自己の製品に，自動車製造業者がそれらの
製品について有する商標と同一の商標を，同意
なく付す権原を，当該商標の使用が自動車を修
理し複雑な製品の製造段階における外観を回復
させる唯一の方法であることをその理由として
認められるか，が問題であるとした。
１）裁判所は，最初に，欧州共同体ダイレクテ
ィブ98/71第14条及び欧州共同体レギュレーシ
ョン６/2002第110条いずれの文言も，意匠権の
効力に対する制限についてのみ規定し，商標に
ついて何ら言及していないことを確認した。
２）次に，裁判所は，欧州共同体ダイレクティ
ブ98/71第２条により，当該ダイレクティブは，
特定の国内及び国際機関において登録ないしは
出願されている意匠についてのみ適用される趣
旨であるとした。さらに，欧州共同体レギュレ
ーション６/2002第１条及び同条と同レギュレ
ーション第５考慮要素との結び付きから，同レ
ギュレーションがすべての加盟国において直接
効力を有する欧州共同体意匠をもたらすことの
みをその趣旨としているとした。
３）第三に，欧州共同体ダイレクティブ98/71
第７考慮要素及び第16条，そして欧州共同体レ
ギュレーション６/2002第31考慮要素及び第96
条から，欧州連合のこれらの法的行為（注：ダ
イレクティブやレギュレーション制定などの立
法行為を指す）が，商標に関するものを含むそ
の他の欧州連合の法律及び欧州加盟国の国内法
に何ら影響を及ぼさないことが確認できる。
４）上記より，欧州共同体ダイレクティブ98/71
第14条及び欧州共同体レギュレーション６/2002
第110条は，欧州共同体ダイレクティブ2008/98
及び欧州共同体レギュレーション207/2009との
間で何ら法的な齟齬が生じていないと結論付け
ることができる。
５）イタリアの裁判所及びホイールトリムス社
の，公正な競争を維持するとの欧州連合の目的
を達成するためには，欧州共同体ダイレクティ
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ブ98/71第14条及び欧州共同体レギュレーショ
ン６/2002第110条を商標についても適用する必
要性があるとの主張に対しては，欧州共同体ダ
イレクティブ2008/95及び欧州共同体レギュレ
ーション207/2009において当該目的はすでに考
慮されていたと言わなければならない。欧州共
同体ダイレクティブ2008/95の第５条及び欧州
共同体レギュレーション207/2009第９条で商標
権の効力について規定する一方，商標権の効力
の制限について規定する同ダイレクティブ第６
条及び同レギュレーション第12条は，商標権者
の基本的利益と欧州連合基本条約が築き維持し
ようとしている欧州連合内の商品及びサービス
の自由な流通の調整を図るための規定であり，
商標法が公正な競争を維持するための主要な役
割を果たせるようすでに配慮がなされている。
６）さらに，欧州司法裁判所のこれまでの一貫
した判断によると，欧州共同体ダイレクティブ
2008/95第５条～第７条は，欧州連合内におけ
る商標に基づく権利についての包括的なハーモ
ナイゼーションの実施につながっており，商標
権者に認められる権利についても確定されてい
る。このことから，欧州連合加盟国の各国裁判
所は，欧州共同体ダイレクティブ2008/95の第
８条のような特別の事例（注：商標の使用権に
ついて定める条項である）を除いては，商標権
に基づく権利行使において，欧州共同体ダイレ
クティブ2008/95第５条～第７条に規定されて
いる商標権の効力の制限を越えて独占排他権で
ある商標権の効力を制限できない。
７）このことから，欧州共同体ダイレクティブ
98/71第14条及び欧州共同体レギュレーション
６/2002第110条の解釈において，欧州共同体ダ
イレクティブ2008/95及び欧州共同体レギュレ
ーション207/2009と異なり，ホイールキャップ
のような自動車のスペア・パーツまたは付属品
製造業者は，自己の製品に，自動車製造業者が
それらの製品について有する商標と同一の商標

を，同意なく付す権原は，当該商標の使用が自
動車を修理し複雑な製品の製造段階における外
観を回復させる唯一の方法であることをその理
由として，存在しないとした。

4 ．	判断内容の検証

4．1　先決問題としての許容性

判断内容を検証する以前に，欧州司法裁判所
に付託された事項がそもそも先決問題として許
容されるべきであったかという点に疑問が残
る。なぜなら，ホイールキャップという部品自
体が欧州共同体レギュレーション６/2002第110
条及び欧州連合各加盟国のいわゆる“修理条項”
の適用を受けないとも考えられるからである55）。
欧州共同体レギュレーション６/2002第110条
（1）などは，オリジナル・パーツとスペア・パ
ーツをその外観において美的観点から一致させ
なければ（must -match -parts）販売が現実問
題として不可能である点にその存在意義があ
る。ホイールキャップという部品は，そもそも
そのような性質の部品なのだろうかということ
である。筆者は自動車について詳しいとはお世
辞にも言えないが，様々な種類のホイールキャ
ップを同一の車体に取り付けることが可能であ
ることぐらいの知識はある。自動車を趣味とし
ている方々は複数のデザインのホイールキャッ
プを所有し使用している人もいるだろう。そう
なるとホイールキャップについてはオリジナ
ル・パーツとスペア・パーツの外観を美的観点
から一致させなければ販売が不可能ということ
は決してなく，そもそも欧州共同体レギュレー
ション６/2002第110条及び欧州連合各加盟国の
いわゆる“修理条項”の適用を受けないと考え
られる56）。事実，欧州連合の複数の加盟国にお
いて，車輪のリムが欧州共同体レギュレーショ
ン６/2002第110条に該当しない旨の判断がなさ
れている57）。
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4．2　商標権と“修理条項”の関係

今回の事例においては欧州共同体ダイレクテ
ィブ98/71第14条及び欧州共同体レギュレーシ
ョン６/2002第110条の解釈が問題となってい
る。欧州司法裁判所はその判断においてその解
釈手法について明言はしていないものの，具体
的には，意匠法上の“修理条項”を商標権との
関係で類推適用することが許されるか，が問題
となっていると考えることができる58）。日本の
産業財産権法を基準に考えると，意匠と商標の
ような異なる産業財産権について一方の規定を
類推適用することはその法の趣旨や保護対象が
異なることを考慮に入れると非常に困難である
と言わざるを得ない。これは欧州連合において
も同様であり，欧州司法裁判所が過去に条文の
類推適用を認めた事例は，国家権力に対して個
人の権利を守り，さらに第三者の権利がそれに
よって制限されない場合がほとんどであるとさ
れる59）。特定の産業財産権の実体的規定が他の
産業財産権に類推適用された事例は皆無といっ
てよい60）。特に，意匠法と商標法はそれぞれ権
利の効力に対する例外規定を設けており，その
例外規定の枠を越えて一方の権利の例外規定を
他の権利に類推適用することを立法者はそもそ
も意図していなかったと言えよう61）。
このように欧州司法裁判所の判断は，スペ
ア・パーツ製造業者にスペア・パーツにおいて
他の商標権者の商標を認めなかった点で結論に
おいて当然の判断であったと評価することがで
きるが，先に述べたとおり先決問題としての許
容性という観点からは疑問も残る。

5 ．	日本企業にとっての留意事項

この度の欧州司法裁判所の判断により，日本
のメーカーは，自己の欧州連合における登録商
標について，スペア・パーツについて第三者が
それを使用した場合に権利行使が可能であるこ

とが確認された点に大きな意義がある。日本の
産業財産権法に慣れ親しんだ者にとっては当然
の判断に思えるが，欧州連合加盟国の裁判所が
この点についてこれまで統一した見解を持って
いなかったのも事実である。

5．1　権利取得の方法

スペア・パーツについての欧州連合における
法制及び今回の欧州司法裁判所の判断は，日本
企業による今後の欧州連合における権利取得の
方法について重要な問題を投げかけたと言えよ
う。
まずは，商標についてであるが，今回の判断

を生かし，スペア・パーツに対して商標権侵害
に基づく権利行使を可能ならしめるためには，
欧州連合において共同体商標権また欧州連合各
国の商標権をそれらの商品について取得ないし
は維持することが重要である。意匠権に基づく
権利行使が“修理条項”の存在によって不可能
な場合であっても，商標権に基づく権利行使が
可能となる場合があるからである。
次に意匠についての権利取得であるが，欧州

連合における加盟国ごとに“修理条項”が存在
したりしなかったりする現状のもとでは，どの
ような権利を取得するかは非常に難しい選択と
なる。
自己の製品の製造・販売場所や競業他社がス

ペア・パーツを製造・販売する場所を考慮の上
で判断することにはなるが，スペア・パーツに
対しての保護が必要不可欠な場合は，“修理条
項”を有しない国において意匠権を取得しなけ
ればならない。
欧州連合全域での保護，さらにはスペア・パ

ーツについての保護を欧州連合のなるべく広い
地域で望む場合には，共同体意匠権に加え，さ
らに“修理条項”を有しない国において国内の
意匠権を取得することも考慮に値する。具体的
には，共同体意匠権と欧州連合加盟国において
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同日に意匠登録出願をするか，欧州連合加盟国
の国内意匠を出願し，６ヶ月の優先権を利用し
て共同体意匠権を取得することが考えられる
（欧州共同体レギュレーション６/2002第41条
（1））。欧州共同体レギュレーション６/2002は，
同一の意匠について共同体意匠と欧州連合の各
加盟国の意匠権による保護を並存の原則62）によ
り可能としているからである。

5．2　“修理条項”の適用範囲について

一見，スペア・パーツに該当するものと考え
られる場合であっても，“修理条項”は，意匠
権の効力が例外的に制限される場合であるた
め，その制限を狭く解釈する法律的要請がある
こと63）を常に念頭に置くべきである。TRIPS協
定第26条（2）は，「加盟国は，第三者の正当な利
益を考慮し，意匠の保護について限定的な例外
を定めることができる。ただし，保護されてい
る意匠の通常の実施を不当に妨げず，かつ，保
護されている意匠の権利者の正当な利益を不当
に害さないことを条件とする」と規定しており，
TRIPS協定に加盟している欧州連合はこの規定
に拘束される。販売されている部品が本当に“法
律上の”スペア・パーツに該当するか，例えば
「複雑な製品の部品」であるのか，「修理目的の
使用」であるのか，「製造段階における外観の
回復」にあたるのかなど，“修理条項”の適用
要件を１つずつ潰していくことが重要となる。
今回の欧州司法裁判所の判断の範疇ではない
が，“修理条項”を限定的に解釈する方向性が
定まったことにより，特許権など，他の産業財
産権についてもスペア・パーツ製造業者による
“修理条項”に依拠した自由な実施に歯止めを
かけることができることが期待できる。
逆に意匠権者としては，自己の行為が独占禁
止法上の優越的な地位の濫用に該当しないよ
う，注意を要する。

5．3　	欧州連合各加盟国における“修理条項”
の導入

欧州共同体ダイレクティブ98/71第14条の規
定により“修理条項”をすでに有する欧州連合
加盟国が今後“修理条項”を廃止することは考
えられないが，逆に現在“修理条項”を有しな
い加盟国が“修理条項”を導入する法改正をす
ることは可能であるため，その点を日本企業も
しっかりウォッチングしていくことも重要であ
る。

6 ．	おわりに

スペア・パーツ問題は，産業財産権法の核心
部分，すなわち一国の産業の発達を図るための
権利の効力とその制限の最適なバランスをどこ
に求めるのかという点に直結するものである。
日本のようにすでに確立された自動車の部品メ
ーカーが存在する国でスペア・パーツ問題とそ
れに基づく法改正が議論されることは将来的に
もないだろう。しかし，産業政策上それが望ま
しいからといって，権利の効力に対する制限を
産業財産権法の中に安易に定めることが適当か
どうかという視点で物事を考えるという意味に
おいては最適な材料を提供してくれているよう
に思う。
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